
静岡県選挙管理委員会規程第２号 

 公職選挙法による選挙運動に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和元年５月７日 

静岡県選挙管理委員会委員長  立 石  健 二 

公職選挙法による選挙運動に関する規程の一部を改正する規程 

 公職選挙法による選挙運動に関する規程（昭和34年選挙管理委員会告示第35号）の一部を次のように改正

する。 

 第28号様式の３を次のように改める。 

第 28 号様式の３(参議院名簿届出政党等名称等掲示)(第 58 条関係) 

 

年    月    日 執 行   参 議 院 比 例 代 表 選 出 議 員 選 挙  

参 議 院 名 簿 届 出 政 党 等 名 称 等 及 び 参 議 院 名 簿 登 載 者 氏 名 掲 示  
何 市 ( 区 )( 町 ) 選 挙 管 理 委 員 会  
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備 考  

一  こ の 様 式 は 、 参 議 院 比 例 代 表 選 出 議 員 の 選 挙 に お い て 、 投 票 所 内 の 投 票 の 記 載 を

す る 場 所 そ の 他 適 当 な 箇 所 に 掲 示 を す る 場 合 及 び 選 挙 の 期 日 の 公 示 又 は 告 示 が あ つ

た 日 の 翌 日 か ら 選 挙 の 期 日 の 前 日 ま で の 間 、 期 日 前 投 票 所 又 は 公 職 選 挙 法 施 行 令 第

百 二 十 五 条 の 四 に 規 定 す る 市 町 村 ( 地 方 自 治 法 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定

都 市 に あ つ て は 、 区 。 ) の 選 挙 管 理 委 員 会 の 委 員 長 の 管 理 す る 投 票 を 記 載 す る 場 所

内 の 適 当 な 箇 所 に 掲 示 を す る 場 合 の 様 式 で あ る 。  

 二  参 議 院 名 簿 届 出 政 党 等 の 名 称 等 の 掲 示 は 、 公 職 選 挙 法 第 百 七 十 五 条 第 三 項 本 文 の

規 定 に よ る く じ で 定 め た 順 序 に 従 い 、 上 か ら 行 う も の と す る こ と 。  



 

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 

 

 三  参 議 院 名 簿 登 載 者 （ 同 法 第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 優 先 的 に 当 選

人 と な る べ き 候 補 者 と し て そ の 氏 名 及 び 当 選 人 と な る べ き 順 位 が 参 議 院 名 簿 に 記

載 さ れ て い る 者 を 除 く 。 ） の 氏 名 の 掲 載 の 順 序 は 、 同 法 第 百 七 十 五 条 第 四 項 の 規

定 に 従 い 、 参 議 院 名 簿 に 記 載 さ れ た 氏 名 の 順 序 に 従 い 、 右 か ら 行 う も の と す る 。  

 四  同 法 第 八 十 六 条 の 三 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 優 先 的 に 当 選 人 と な る べ き 候 補 者

と し て そ の 氏 名 及 び 当 選 人 と な る べ き 順 位 が 参 議 院 名 簿 に 記 載 さ れ て い る 者 の 氏

名 の 掲 載 は 、 そ の 他 の 参 議 院 名 簿 登 載 者 の 氏 名 と 区 分 し て 、 優 先 的 に 当 選 人 と な

る べ き 候 補 者 で あ る 旨 を 表 示 し た 上 で 、 当 該 そ の 他 の 参 議 院 名 簿 登 載 者 の 氏 名 の

次 に 、 当 該 掲 示 の 掲 載 を す る こ と 。  
 

五  「 参 議 院 名 簿 届 出 政 党 等 の 名 称 」 、 「 略 称 」 及 び 「 参 議 院 名 簿 登 載 者 の 氏 名 」

に つ い て は 縦 書 き と す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て は 、 参 議 院 名 簿 に よ る 候 補 者 届

出 書 の  記 載 に 従 つ て 、 ふ り が な を 付 す る こ と 。  


